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年末年始特別警戒取締り年末年始特別警戒取締り

サイバーセキュリティ月間についてサイバーセキュリティ月間について
　毎年２月１日から３月１８日は、「サイバーセキュリティ
月間」です。
この機会に情報セキュリティ対策をチェックしましょう。

　千葉県では依然と
して自動車の盗難事
件が多く発生してい
ます。
皆さんも大切な愛車

を守るため、しっかり
と自動車の防犯対策
をしましょう。

県警では１２月１０日（水）から翌年１月４日（日）までの間「年末年始特別警戒
取締り」を実施します。
　この期間中は、パトロールや交通取締りなどを強化しています。年末年始は
帰省や初詣などで家を空けがちになり、空き巣や忍込みなどの侵入盗の被害に
遭う危険性が高まります。防犯対策を万全にしましょう。また、飲酒を伴う事故
なども増加することから、交通ルールを守って楽しい年末年始を過ごしましょう。

バグ

インターネットを安全に
利用しましょう。

【サイバーセキュリティの三原則】
その１

〈ソフトウェアを最新に保とう〉
　ＯＳやアプリケーションのアップデートを
定期的に確認し、最新バージョンにすること
でリスクを軽減しましょう。

その3
〈不用意に開かない・
　　　　　　インストールしない〉
　メールやＳＭＳのリンクや添付ファイルを
不用意に開かないようにしましょう。
提供元がはっきりしないアプリによる

マルウェア被害もあるため、インストール
する際にも十分な注意が必要です。

その2
〈強固なパスワードの設定と
　　　多要素認証を活用しよう〉
　文字数が多いなど推測されにくいパス
ワードを設定しましょう。
　同じパスワードを複数のサービスで使
いまわさないことも重要です。
　多要素認証は、パスワード以外の認証
方法を追加することで、不正アクセスを
防ぐ効果があります。

県警ＨＰ『自動車の防犯対策』

悪質商法の被害に遭わないために悪質商法の被害に遭わないために

【相談窓口】
警察本部相談サポートコーナー
☎ ０４３-２２７-９１１０
千葉県消費者センター
☎ ０４７-４３４-０９９９

市町村の消費者センターまたは消費者相談窓口

　無料点検を口実に訪問し、法外な工事契約を交わす家屋
修繕の訪問販売や、トイレの水が流れにくく点検見積もりを
依頼したのに新品便器の取り替えを勧誘され契約する等の
レスキューサービスによる悪質商法の被害が後を絶ちま
せん。
被害に遭ったときや、不安を感じたときは一刻も早くご相談

ください。

千葉県暴力団排除条例は
 「暴力団からの要求を断る」
　　　　 「関係を断ち切る」
　　　　  　ための道しるべ！

暴力団３ない運動

恐れない
暴力団を

利用しない
暴力団を

金を　　
出さない

暴力団に　暴力団とのトラブルで困った
時は、最寄りの警察署もしくは
千葉県警察本部、千葉県暴力
追放運動推進センター（０４３-
２５４-８９３０）までご相談くだ
さい。

防犯対策を
県警ホームページ
でチェック

県警ＨＰ
『侵入窃盗等に注意』

リテラ


